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令和 ２年 ７月３１日 

各    位 

上 場 会 社 名  株式会社 高田工業所 

代  表  者  代表取締役社長 髙田 寿一郎 

（コード番号 １９６６） 

問合せ先責任者  総務部長 副島 淳一 

（ＴＥＬ ０９３－６３２－２６３１） 

優先株主による当社優先株式(Ｄ種株式)取得請求権行使ならびに 

当社による当社優先株式(Ｅ種株式)強制取得に関するお知らせ 

当社は、当社が発行する優先株式(Ｄ種株式)の保有者であります株式会社福岡銀行より、その保有

するＤ種株式について、本日７月３１日付で取得請求権を行使した旨の連絡を受けましたので、下記の

とおりお知らせいたします。また、本Ｄ種株式取得請求権の行使を受け、当社は同日付で、当社優先

株式(Ｅ種株式)を強制取得いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．優先株主によるＤ種株式取得請求権行使について 

（１）取得請求権行使日 

令和２年７月３１日 

※当社定款第１５条の４第１項の定めに基づく取得請求権の行使であります。 

＜ご参考＞ 

 

（２）対象となる優先株式の種類および数 

Ｄ種株式   ５２０，０００株 

（３）本取得請求権の行使に伴う現金の交付 

Ｄ種株式１株につき１，０００円 

総額 ５２０，０００，０００円 

当社定款第１５条の４（Ｄ種株式の取得請求と現金の交付）第１項の内容 

Ｄ種株主は、平成２１年３月２３日以降、毎年７月１日から７月３１日までの期間(以下｢取得

請求可能期間｣という。)において、Ｄ種株式の取得を請求することができる。この場合、当  

会社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の２分の１に相当する金額を上限とし

て、取得請求可能期間満了の日から１ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該Ｄ種株

主またはＤ種登録株式質権者に対し、１株につき１，０００円を交付する。 
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２．当社によるＥ種株式強制取得について 

（１）強制取得日 

令和２年７月３１日 

※当社定款第１６条の６第１項の定めに基づく強制取得であります。 

＜ご参考＞ 

 

（２）対象となる優先株式の種類および数 

Ｅ種株式   １３０，０００株 

（３）本強制取得に伴う現金の交付 

Ｅ種株式１株につき１，０００円 

総額 １３０，０００，０００円 

＜ご参考＞ 当社発行済株式の種類および数 

 Ｄ種株式取得請求権行使前 
およびＥ種株式強制取得前 

Ｄ種株式取得請求権行使後 
およびＥ種株式強制取得後 

株 数 保 有 者 株 数 保 有 者 

普 通 株 式 ７，２２０，９５０株 株 主 各 位 ７，２２０，９５０株 株 主 各 位 

Ｂ 種 株 式 
１，５００，０００株 ㈱福岡銀行 １，５００，０００株 ㈱福岡銀行 

６５０，０００株 当 社 ６５０，０００株 当 社 

Ｄ 種 株 式 ５２０，０００株 ㈱福岡銀行 ５２０，０００株 当 社 

Ｅ 種 株 式 １３０，０００株 ㈱福岡銀行 １３０，０００株 当 社 

※なお、令和２年 7 月１６日付で取得いたしましたＢ種株式６５０，０００株ならびに本日付で

取得いたしましたＤ種株式５２０，０００株およびＥ種株式１３０，０００株につきましては、

その全てを早期に消却予定であります。正式に決定次第、改めてお知らせいたします。 

以 上 

当社定款第１６条の６（Ｅ種株式の強制取得）第１項の内容 

当会社は、第１５条の４に基づき、Ｄ種株主からＤ種株式の取得請求がなされた場合、Ｅ種株主

またはＥ種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求がなされたＤ種株式の数の４分の１の

数のＥ種株式を取得することができる。この場合、当会社は、Ｄ種株式の取得請求がなされた  

事業年度の前事業年度における分配可能額の２分の１に相当する金額を上限として、分配可能額

の範囲内において、当該Ｅ種株主またはＥ種登録株式質権者に対し、1 株につき、取得時の時価

とＥ種基準価額との差額の７％に、８００円をＥ種基準価額で除して得られる数を乗じた額の 

５倍の額の金員を交付する。ただし、Ｅ種株式 1株に対し交付される金員の上限は１，０００円

とする。 


